
社会保障審議会介護給付費分科会(第 140 回)議事次第 

日時：平成２９年６月７日（水） 

９ :３ ０ か ら １ ２ :３ ０ ま で 

於：ベルサール飯田橋ファースト ホール（地下１階） 

議 題 

１． 平成 30 年度介護報酬改定に向けて（訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、口腔・栄養関係） 

２． 平成 29 年度介護従事者処遇状況等調査の実施について 

３． その他 
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２９．６．７現在
氏　　名 現 職

（敬称略、５０音順）
※は社会保障審議会の委員
◎は分科会長

松　田　晋　哉 産業医科大学教授

佐　藤 保 公益社団法人日本歯科医師会副会長

堀　田　聰　子 慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授

本　多　伸　行 健康保険組合連合会理事

東 憲太郎 公益社団法人全国老人保健施設協会会長

※ 福　田　富　一 栃木県知事

◎ ※ 田　中 滋 慶応義塾大学名誉教授

田部井　康　夫 公益社団法人認知症の人と家族の会理事

武　久　洋　三 一般社団法人日本慢性期医療協会会長

鷲　見　よしみ 一般社団法人日本介護支援専門員協会会長

瀬　戸　雅　嗣 公益社団法人全国老人福祉施設協議会理事・統括幹事

齊　藤　秀　樹 公益財団法人全国老人クラブ連合会常務理事

鈴　木　邦　彦 公益社団法人日本医師会常任理事

小　林 剛 全国健康保険協会理事長

齋　藤　訓　子 公益社団法人日本看護協会常任理事

河　村　文　夫 全国町村会政務調査会行政委員会委員（東京都奥多摩町長）

及　川　ゆりこ 公益社団法人日本介護福祉士会副会長

大　西　秀　人 全国市長会介護保険対策特別委員会委員長（高松市長）

亀　井　利　克 三重県国民健康保険団体連合会理事長（名張市長）

稲　葉　雅　之 民間介護事業推進委員会代表委員

井　上 隆 一般社団法人日本経済団体連合会常務理事

石　田　路　子 ＮＰＯ法人高齢社会をよくする女性の会理事

伊　藤　彰　久 日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長

社会保障審議会介護給付費分科会委員名簿

安　部　好　弘 公益社団法人日本薬剤師会常務理事

井　口　経　明 東北福祉大学客員教授
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訪問リハビリテーション

社保審－介護給付費分科会

第140回（H29.6.7.） 資料１
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訪問リハビリテーション

１．訪問リハビリテーションの現状

○ 訪問リハビリテーションは、居宅において、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助
けるために行われる理学療法、作業療法等を行うものであり、訪問リハビリテーション費は、通院
が困難な者に対して、理学療法士等が、計画的な医学管理を行っている医師の指示に基づき、指定
訪問リハビリテーションを行った場合に算定される。【参考資料Ｐ１～３】

○ 訪問リハビリテーション費は、「通院が困難な者」に対して給付することとされているが、通所
リハビリテーションのみでは家屋内におけるＡＤＬの自立が困難である場合の家屋状況の確認を含
めた訪問リハビリテーションの提供など、通院により同様のサービスが担保されるのであれば通所
系サービスを優先すべきという取扱いとしている（介護予防訪問リハビリテーション費についても
同様）。

○ 訪問リハビリテーションの請求事業所数及び利用者数は年々増加しており、平成28年４月審査分
では、請求事業所数は3,871か所、利用者数は約92.9千人となっている。【参考資料Ｐ４～８】

○ 利用者一人一月あたりの平均訪問回数は7.1回であり、１回の訪問時間は職種、要介護度によらず
40分程度である。訪問リハビリテーションが必要となった原因については、脳卒中が39.1%と最も
多く、次いで骨折が22.6%、廃用症候群が20.4%である。また、利用期間について、利用開始からの
平均日数は758.2日であり、訪問リハビリテーション利用者のうち通所リハビリテーションも利用
している者は9～17%である。 【参考資料Ｐ14～19】

○ 訪問リハビリテーション計画における日常生活上の課題としては「歩行・移動」が最も多く、次
いで「姿勢保持」「移乗」が多くなっており、これらの課題に対し最も多く実施されている訓練は
基本的動作訓練及び機能回復訓練であった。 【参考資料Ｐ20～22】

現状・課題
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訪問リハビリテーション

１．訪問リハビリテーションの現状（続き）

○ 訪問リハビリテーション終了時点の利用期間は、３ヶ月未満が25.7%であった一方、２年以上で
あった者も20.5%いた。介護予防訪問リハビリテーション終了時点の利用期間は、３ヶ月未満が
28.3%であった一方、２年以上であった者も17.6%いた。長期目標達成後のサービス移行の予定とし
ては、「訪問リハの継続」が最も多く「通所リハに移行」が続いた。 【参考資料Ｐ23～25】

２．早期の訪問リハビリテーションサービスの導入について

○ 退院後に訪問リハビリテーションの利用を開始した者の32.0%は退院から訪問リハビリテーション
の利用開始まで２週間以上かかっており、23.5%は４週間以上かかっている。退院から訪問リハビ
リテーションの利用を開始するまでの期間が14日未満のグループでは、14日以上のグループに比べ、
より大きな機能回復がみられる。 【参考資料Ｐ26、27】

○ また、医療保険の回復期リハビリテーション病棟を退院した後、医療保険のリハビリテーション
を経ずに介護保険の訪問リハビリテーションに移行する患者は、ＦＩＭ運動項目30点以上70点未満
では17%、30点未満では20%存在する。 【参考資料Ｐ28】

※FIM（Functional Independence Measure）：機能的自立度評価のことで、全18項目のＡＤＬについて介助量に応

じて7段階で評価する方法。運動項目のみの最高点は91点、最低点は13点である。

○ さらに、入院でリハビリテーションを受けている患者に対し、退院後に通所又は訪問リハビリ
テーションを行う予定の理学療法士等が訪問することについて、早期にリハビリテーションを導入
するために効果的な取組であるとの意見がある。また、介護支援専門員がリハビリテーションを適
時に導入しやすくなるよう、リハビリテーション導入の要否をかかりつけ医に相談するべきかの判
断の参考となる目安があるとよいのではないか等の意見がある。 【参考資料Ｐ29、30】

現状・課題
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訪問リハビリテーション

３．訪問リハビリテーションにおける医師の関与について

○ 訪問リハビリテーションの実施に当たっては、医師及び理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が、
当該医師の診療に基づき、訪問リハビリテーション計画を作成する必要がある。別の医療機関の計
画的な医学的管理を行っている医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合
でも、訪問リハビリテーション事業所の医師及び理学療法士等が訪問リハビリテーション計画を作
成するためには、当該事業所の医師が患者を診療する必要がある。当該事業所の医師は、訪問リハ
ビリテーション計画を作成する過程で行う利用者の診療について、別途、訪問診療料等の請求をす
ることが可能な場合がある。 【参考資料Ｐ31】

○ 訪問リハビリテーションを受けている利用者のうち、訪問リハビリテーション事業所を行う病院
又は診療所へ通院している割合は35%、訪問リハビリテーション事業所を行う病院又は診療所から
の訪問診療を利用している者は20%であった。 【参考資料Ｐ32】

○ また、平成27年度介護報酬改定において、質の高いリハビリテーションの実施等を評価する観点
から、リハビリテーション会議の開催や医師による訪問リハビリテーション計画の説明等を要件と
したリハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）を新設した。 【参考資料Ｐ33】
同加算の届出を行っている事業所は全体の14.1%、実際に算定している利用者は全体の6.2～6.8%
程度である。また、同加算を算定しない理由としては、「医師の会議への参加が困難」「医師から
の説明時間が確保できない」「毎月のリハ会議が負担である」の割合が高い。 【参考資料Ｐ34】

現状・課題
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訪問リハビリテーション

３．訪問リハビリテーションにおける医師の関与について（続き）

○ 訪問リハビリテーション事業所において、医師が理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に出すリ
ハビリテーションの指示は、リハビリテーション実施の有無のみのこともあれば、リハビリテー
ション実施上の留意点や運動負荷量、中止基準、目的等が含まれることもある。これに関して、リ
ハビリテーションの実施の有無のみの指示のものと、その他の詳細が含まれる指示がなされていた
ものを比較すると、詳細な指示を受けていたものでより大きい機能回復がみられる。【参考資料Ｐ
35】

４．訪問リハビリテーションにおける社会参加支援加算

○ 平成27年度介護報酬改定において、質の高いリハビリテーションの実施等を評価する観点から、
社会参加への移行状況や訪問リハビリテーションの利用の回転率等を要件とした社会参加支援加算
を新設した。 【参考資料Ｐ36】

○ 社会参加支援加算の届出を行っている事業所は全体の19.2%、実際に算定している患者は全体の
16.2-16.6%であり、算定割合は要介護度によらずほぼ一定である。社会参加支援加算を届出しない
理由としては、「利用者のリハビリテーションのゴールが社会参加になっていない」「利用者のＡ
ＤＬ、ＩＡＤＬの向上が進まず通所介護等に移行できない」等の割合が高い。 【参考資料Ｐ37】

現状・課題
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訪問リハビリテーション

５．医療・介護におけるリハビリテーションに係る計画書等

○ リハビリテーションの実施やそれに関係する加算の算定に当たっては、医療保険、介護保険とも、
計画書等の文書の作成が求められる。その内容には、患者・利用者の現状の評価、リハビリテー
ションの目標等が含まれ、実質的に共通する部分がある。 【参考資料Ｐ38、39】

○ これについて、計画書等の互換性を高め、情報の引き継ぎが円滑に行くよう検討していくべきと
の意見がある。 【参考資料Ｐ40】

現状・課題
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訪問リハビリテーション

○ 訪問リハビリテーションの効果的・効率的な実施を促す観点から、訪問リハビリテーションの実
施状況についてどのように考えるか。

○ 退院後の利用者や、状態の悪化している利用者等について、必要に応じて早期に訪問リハビリ
テーションが導入できるようにしていくことが重要と考えられるが、どのような方策が考えられる
か。

○ 訪問リハビリテーション計画に沿ってリハビリテーションを提供していくにあたり、その質を担
保・向上する観点から、訪問リハビリテーションの作成及び実施にかかる医師の関与の更なる促進
についてどのように考えるか。

○ 訪問リハビリテーションの質を担保・向上する観点から、訪問リハビリテーションの実施にかか
る社会参加の更なる促進についてどのように考えるか。

○ 医療と介護の連携を円滑にする観点から、医療保険・介護保険においてリハビリテーションに係
る計画書等のあり方についてどう考えるか。

論点
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居宅療養管理指導 

社保審－介護給付費分科会 

第140回（H29.6.7） 資料２ 
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居宅療養管理指導 

１．居宅療養管理指導の現状 

○ 居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤
師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅を訪問して、
その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこ
とにより、その者の療養生活の質の向上を図るものである。【参考資料Ｐ２】 

 
○ 本介護サービスについては、平成19年から平成28年にかけて、請求事業所数は1.6万事業所から

2.9万事業所、受給者数は22.7万人から60.4万人と、増加傾向にある。【参考資料Ｐ４～６】 
 
○ また、職種別のサービス算定回数について、平成28年４月審査分では、医師77.8万件、歯科医師

31.4万件、薬剤師58.5万件（病院又は診療所の薬剤師0.7万件、薬局の薬剤師57.8万件）、管理栄
養士0.5万件、歯科衛生士43.6万件、看護職員0.0万件となっている。【参考資料Ｐ３】 

 
２．平成28年度診療報酬改定における在宅時医学総合管理料等の見直しについて 

○ 居宅療養管理指導における利用者の居住場所等による報酬上の評価については、平成20年度診療
報酬改定以降、必要に応じて、利用者の居住場所に応じた評価を導入してきた。 
 例えば、平成24年度介護報酬改定では、同一建物の訪問人数に応じた評価を導入し、平成28年度
診療報酬改定では、在宅時医学総合管理料等の算定要件を見直し、居住場所や単一建物での診療人
数等に応じたきめ細やかな評価等を行った。 【参考資料Ｐ７～12】 

現状・課題 
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居宅療養管理指導 

○ 利用者の居住場所に応じた評価について、平成28年度診療報酬改定では、在宅時医学総合管理料
等の算定要件を見直し、居住場所や単一建物での診療人数等に応じたきめ細かな評価等が行われた
ことを踏まえ、報酬体系の簡素化にも配慮しつつ、医療保険と介護保険との整合性の観点から、ど
のように考えるか。  

論点 
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口腔・栄養関係

社保審－介護給付費分科会

第140回（H29.6.7） 資料３
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口腔・栄養関係

現状・課題

１．口腔関係

○ 現在、要介護高齢者に対する口腔衛生管理については、居宅サービスでは、居宅療養管理指導や
口腔機能向上加算、施設サービスでは、施設全体の口腔ケアに関する介護職員への助言指導等を評
価する口腔衛生管理体制加算や入所者個人に対する歯科衛生士による口腔衛生管理を評価する口腔
衛生管理加算等で評価が行われている。 【参考資料Ｐ２】

○ 介護保険施設における協力歯科医療機関の指定については、運営基準上、努力義務となっており、
介護老人福祉施設及び介護老人保健施設では約９割が指定されている。介護保険施設からは、協力
歯科医療機関に対して定期的なカンファレンスへの参加等の希望がある。【参考資料Ｐ３、４】

○ 介護保険施設における歯科医師又は歯科衛生士による口腔衛生管理の評価については、平成21年
度介護報酬改定により、口腔衛生管理体制加算が導入され、平成24年度介護報酬改定により、口腔
衛生管理加算が導入されている。
これらの算定状況については、口腔衛生管理体制加算は約半数、口腔衛生管理加算は１割に満た
ない状況にとどまっており、算定が困難な理由としては、歯科衛生士の不在が最も多い。歯科衛生
士の配置は、介護老人福祉施設では4.6％、介護老人保健施設では10.8％となっており、介護老人
保健施設における歯科衛生士は、近年、就業が増加傾向にある。 【参考資料Ｐ５～10】

○ 要介護高齢者の約７割の高齢者に歯科治療の必要性が認められる。また、歯科医師、歯科衛生士
による適切な口腔衛生管理により誤嚥性肺炎の減少や咀嚼機能の維持による低栄養リスクの改善等
の効果が報告されている。【参考資料Ｐ11～15】
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口腔・栄養関係

２．栄養関係

（１）介護報酬における栄養管理の現状について

○ 施設サービスでは「栄養マネジメント加算」「経口移行加算」「経口維持加算」「療養食加算」
が導入されている。また、居宅サービスでは「栄養改善加算」「居宅療養管理指導」が導入されて
いる。【参考資料Ｐ18】

（２）介護保険施設における栄養管理について

（栄養ケア・マネジメントについて）

○ 栄養マネジメント加算は、入所者数にかかわらず、介護老人福祉施設に地域密着型介護老人福祉
施設が併設されている場合などの一部例外を除き、施設ごとに１名以上の常勤管理栄養士を配置す
ることが算定要件となっており、入所者数に応じた管理栄養士の配置規定になっていない。
【参考資料Ｐ19、20】

○ 管理栄養士２名配置施設では、管理栄養士１名配置施設に比べて給食管理業務の比重が小さく、
個々の栄養管理に重要なミールラウンド（食事観察）を週５回以上行う施設の割合は、１名配置施
設に比べて２倍になっている。さらに、介護老人福祉施設における医療施設への入院率は、管理栄
養士２名以上配置施設のほうが１名配置施設に比べて低く、介護老人保健施設における在宅復帰率
は、２名以上配置施設のほうが１名配置施設に比べて高い。 【参考資料Ｐ21～23】

現状・課題
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口腔・栄養関係

（医療・介護の施設間における栄養管理の連携について）

○ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療・介護の施設間で切れ目ない栄養管理を受けられるよ
うにすることも重要となる中、現行の介護報酬では、医療・介護の施設間における管理栄養士の連携
を評価する仕組みがなく、医療施設から高齢者を受け入れることについて、栄養管理上の理由から、
難渋又は断念している介護保険施設がある。【参考資料Ｐ24～26】

（療養食加算について）

○ 保険医療機関における入院中の食事については、入退院時、外泊時、手術の翌日など３食全てが提
供されない場合もあるため、平成18年度診療報酬改定において１日当たりから１食当たりの算定と
なったが、介護報酬の療養食加算は１日当たりの算定となっている。【参考資料Ｐ27、28】

（３）居宅における栄養管理について

○ 在宅要介護者の自立支援には低栄養予防が重要であり、低栄養傾向の者も一定数存在する中、通所
施設では「栄養改善サービスが必要と思われる利用者がいない」、「必要な専門職が人材不足で配置
できない」等の理由から、栄養改善サービスが進んでいない状況にある。【参考資料Ｐ29～32】

現状・課題
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口腔・栄養関係

（口腔関係）

○ 介護保険施設における適切な口腔衛生管理の普及、充実を図るため、歯科医師、歯科衛生士の
活用や歯科医療との連携についてどのように考えるか。

（栄養関係）

○ 施設における栄養管理体制についてどのように考えるか。例えば、
・入院率の低下や在宅復帰率の向上に資する栄養ケア・マネジメントの推進
・医療・介護の施設間における栄養管理の連携の推進
等を図るための方策として、どのような仕組みが考えられるか。

○ 在宅要介護者の自立支援には低栄養予防が重要であり、低栄養傾向の者も一定数存在する中、
通所サービスとして栄養改善サービスを推進するには、どのような仕組みが考えられるか。

論点
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平成 29年度介護従事者処遇状況等調査の実施について（案）  

 

平成 29 年度介護従事者処遇状況等調査については、以下の基本的な考え方に

沿って調査を行ってはどうか。 

 

１ 調査の目的 

本調査は、介護従事者の処遇の状況及び介護職員処遇改善加算の影響等

の評価を行うとともに、介護報酬改定のための基礎資料を得ることを目的

としている。 

平成 29 年度については、介護人材の処遇改善を図るために、平成 29 年 

4 月に臨時に介護報酬改定を行い、介護職員処遇改善加算を拡充し月額平均

１万円相当の処遇改善を実施したことを踏まえ、臨時に本調査を実施し、

この処遇改善の効果を把握することとする。 

 

２ 調査時期及び公表時期 

（１）調査時期 

    平成 29 年 10 月 

（参考：平成 28 年度調査の調査時期は平成 28 年 10 月） 

 

（２）公表時期 

    社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会における調

査結果の公表時期は、平成 30 年 3 月を予定。その後、介護給付費分科会

に報告。 

（参考：平成 28 年度調査の公表時期は平成 29 年 3 月） 

 

３ 調査対象及び抽出方法・抽出率 

（１）調査対象 

    介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、訪問介

護事業所、通所介護事業所（地域密着型通所介護事業所を含む）、認知症

対応型共同生活介護事業所及び居宅介護支援事業所並びに当該施設・事

業所に在籍する介護従事者等（平成 28 年度調査と同じ） 

 

（２）抽出方法：層化無作為抽出法により抽出（平成 28 年度調査と同じ） 

 

（３）抽出率：別表参照 

 

 

介護給付費分科会－介護事業経営調査委員会 

第 23回（H29.6.2） 資料１改 

社保審－介護給付費分科会 

第 140 回（H29.6.7） 資料４－１ 
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４ 調査項目 

（１）施設・事業所票 

    給与等の状況、介護職員処遇改善加算の届出等の状況、給与等の引き

上げ以外の処遇改善状況 等 

 

（２）従事者票 

    性別、年齢、勤続年数、勤務形態、労働時間、資格の取得状況、兼務

の状況、基本給の額、手当の額、一時金の額 等 

 

５ 調査項目等の変更について 

平成 29 年度調査においては、平成 29 年度介護報酬改定において拡充した

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）に関して、以下の内容を把握するための調査項

目を新たに追加する。 

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の届出状況 

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の届出を行っている事業所におけるキャ

リアパス要件（Ⅲ）を満たす根拠となる昇給の仕組み 

○ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の届出を行っている事業所における介護

職員処遇改善加算（Ⅰ）の今後の届出予定及び届出を行っていない理由 

なお、これらの調査項目の追加に伴い、加算を取得しない理由に関する具

体的な事情を把握するための調査項目等については削除する。 

その他の調査項目については、調査年度の修正等、形式的な変更を除き、

平成 28 年度調査からの変更は行わない。 

 

介護従事者処遇状況等調査の主な変更点 

 

 平成２７年度調査 平成２８年度調査 平成２９年度調査 

調査の 
目 的 

 介護従事者の処遇の状
況及び介護職員処遇改善
加算の影響等の評価を行
うとともに、介護報酬改
定のための基礎資料を得
ること 

同 左 同 左 

調査対象 
施設・ 
事業所 

○介護老人福祉施設 
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設 
○訪問介護事業所 
○通所介護事業所 
 
○認知症対応型共同生活
介護事業所  

○居宅介護支援事業所 

○介護老人福祉施設 
○介護老人保健施設 
○介護療養型医療施設 
○訪問介護事業所 
○通所介護事業所（地域  
 密着型を含む） 
○認知症対応型共同生活
介護事業所  

○居宅介護支援事業所 

同 左 
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 平成２７年度調査 平成２８年度調査 平成２９年度調査 

調 査 
対象者 

 調査対象施設・事業所
に在籍する以下の者  
○介護職員 ○看護職員 
○生活相談員・支援相談員 
○理学療法士・作業療法士 

 ・言語聴覚士・機能訓練

指導員 
○介護支援専門員 

○事務職員 

○調理員 ○栄養士 

同 左 同 左 

調査時期
及び 
調査の 
方法等 

○調査時期 
：平成２７年１０月  
調査対象施設・事業所

に平成２６年と平成２７
年ともに在籍している介
護従事者について、各年
における給与等を調査 

○調査時期 
：平成２８年１０月  
調査対象施設・事業所

に平成２７年と平成２８
年ともに在籍している介
護従事者について、各年
における給与等を調査 

○調査時期 
：平成２９年１０月  
調査対象施設・事業所 

に平成２８年と平成２９
年ともに在籍している介
護従事者について、各年 
における給与等を調査 

処遇改善 
加算の 

届出状況 

○加算の届出状況  
 旧加算（Ⅰ）～ 旧加算
（Ⅳ）の届出状況を調査 

○加算の届出状況  
 

同 左 

○加算の届出状況  
 加算（Ⅰ）～ 加算（Ⅴ）
の届出状況を調査 

○加算（Ⅰ）のキャリア
パス要件（Ⅲ）を満た
す昇給の仕組み  

 
な し 

 

○加算（Ⅰ）のキャリア
パス要件（Ⅲ）を満た
す昇給の仕組み  

 
な し 

 

○加算（Ⅰ）のキャリア 
パス要件（Ⅲ）を満た 
す昇給の仕組み  

 加算（Ⅰ）の届出を行 
っている事業所について、
キャリアパス要件（Ⅲ） 
を満たす根拠となる昇給
の仕組みを調査 

○加算（Ⅰ）の届出予定
及び届出を行っていな
い理由  

 
な し 

 

○加算（Ⅰ）の届出予定
及び届出を行っていな
い理由  

 
な し 

 

○加算（Ⅰ）の届出予定 
及び届出を行っていな
い理由  
加算（Ⅱ）の届出を行 

っている事業所について、
加算（Ⅰ）の今後の届出 
予定及び届出を行ってい
ない理由を調査 

○旧加算（Ⅰ）（現加算
（Ⅱ））の届出を行わ
ない理由  
旧加算（Ⅰ）の届出を

行っていない事業所につ
いて、届出を行わない理
由を調査 
 
 

○旧加算（Ⅰ）（現加算
（Ⅱ））の届出を行わ
ない理由  
左に加え、旧加算（Ⅰ）

の届出を行わない理由の
うち、キャリアパス要件
（Ⅰ）又は（Ⅱ）を満た
すことが困難と回答して
いる事業所について、さ
らに具体的な事情を調査 

○加算（Ⅱ）の届出を行 
わない理由  

 
加算（Ⅱ）の届出を行 

っていない事業所につい
て、届出を行わない理由 
を調査 
なお、具体的な事情を 

調査する項目は削除 
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 平成２７年度調査 平成２８年度調査 平成２９年度調査 

処遇改善 
加算の 

届出状況 

○処遇改善加算の届出を
行わない理由  
いずれの加算の届出も

行っていない事業所につ
いて、届出を行わない理
由を調査 

○処遇改善加算の届出を
行わない理由  
左に加え、いずれの加 

算の届出も行わない理由
のうち、「対象の制約の 
ため困難」、「事務作業
が煩雑」と回答している 
事業所について、さらに
具体的な事情を調査 

○処遇改善加算の届出を
行わない理由  
いずれの加算の届出も

行っていない事業所につ
いて、届出を行わない理 
由を調査 
なお、具体的な事情を 

調査する項目は削除 

○特別事情届出書   
 平成２７年４月～９月
までの間の特別事情届出
書の提出の有無、賃金水
準の引き下げ手法を調査 

○特別事情届出書  
 平成２８年４月～９月
までの間の特別事情届出
書の提出の有無、賃金水
準の引き下げ手法を調査 

○特別事情届出書  
  平成２９年４月～９月
までの間の特別事情届出
書の提出の有無、賃金水 
準の引き下げ手法を調査 
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別　表

【施設・事業所票】

介護老人福祉施設 7,688

介護老人保健施設 4,238

介護療養型医療施設 1,234

訪問介護 33,471

通所介護
（地域密着型通所介護を含む） 43,458

居宅介護支援 40,001

認知症対応型共同生活介護 13,178

【従事者票】

介護老人福祉施設 1/5 - - 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2

介護老人保健施設 1/5 - - 1/4 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1 1/2

介護療養型医療施設 1/2 - - 1/4 - 1/2 1/1 1/1 1/1 1/2

訪問介護 - 1/4 1/1 - - - - - - 1/1

通所介護
（地域密着型通所介護を含む） 1/2 - - 1/1 1/1 1/1 - 1/1 1/1 1/1

居宅介護支援 - - - - - - 1/2 - - 1/1

認知症対応型共同生活介護 1/2 - - 1/1 - - 1/1 - - 1/1

 1/4

 1/4

 1/10

 1/20

 1/20

 1/20

 1/4

※　本調査は、政府統計の一般統計調査であり、総務大臣の承認を受ける必要があるため、
　審査の過程で抽出率等調査事項について変動があり得る。

※　施設・事業所数は「介護給付費等実態調査（平成29年3月審査分）」(厚生労働省政策統括官
　(統計・情報政策担当))による請求事業所数

事務
職員

栄養士 調理員

生活相
談員・
支援相
談員

ＰＴ・Ｏ
Ｔ・ＳＴ

又は
機能訓練
指導員

 1/20

 1/4  1/4

 1/4  1/4

 1/4  1/4

介護職員
訪問

介護員

ｻｰﾋﾞｽ
提供
責任者

看護
職員

※　本調査は、政府統計の一般統計調査であり、総務大臣の承認を受ける必要があるため、審査の過程で抽出率等調査
  事項について変動があり得る。

介護支
援専門

員

 1/20  1/20

 1/10  1/10

 1/20  1/20

 1/20

平成29年度介護従事者処遇状況等調査の抽出率について

施設・
事業所数

平成28年度
処遇調査

平成27年度
処遇調査

平成29年度
処遇調査

 5
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（ ）

（ ）

＠

ご氏名 （役職：　　　　　）

  厚　生　労　働　省　老　健　局

　※　この調査は、上記のＩＤ、パスワードにて、調査専用ホームページ（https://xxxxx/xxxxx/）から
　　　ダウンロードしたエクセルファイルにデータを入力し、ファイルをアップロードする方法でもご回答
　　　いただけます。

（下の１～３のいずれか１つに○）

１．活動中 ２．休止 ３．廃止

パスワード

（平成29年10月31日までに投函をお願いします）

（３）Ｅメールアドレス：

（４）回 答 担 当 者 ：

（５）調査対象サービスの活動状況（平成29年１０月１日時点）

社会福祉法人

お手数をおかけしますが、下の（１）～（５）に必ずご記入をお願いいたします。

（１）電 話 番 号 ：

（２）Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ：

地域区分 １級地

ＩＤ 1234567890

平成29年10月調査

事業所番号 1234567890

◎◎◎◎◎

施設名 ○○○○○

所在地 東京都千代田区××１－１

経営主体

社保審－介護給付費分科会

 第140回（H29.6.7） 資料４－２

平成29年度介護事業実態調査（案）
（介護従事者処遇状況等調査）

調査対象サービス【○○○】

資料２改

介護給付費分科会－介護事業経営調査委員会

第23回（H29.6.2）

右に印字した項目は、必ず確認していた
だき、誤りや訂正がございましたら、恐
れ入りますが朱書きで修正をお願い申し
上げます。

統計法に基づく一般統計調査

※２又は３の場合、今回の調査に記入していただく必要はありませんので、
このまま調査票を返送してください。

統計法に基づく国
の統計調査です。
調査票情報の秘密
の保護に万全を期
します。
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問１．給与等の状況について

１ 給与等を引き上げた

２ 平成28年度の給与水準を維持しているが、1年以内に引き上げる予定

３ 平成28年度の給与水準を維持しており、1年以内に引き上げる予定はなし

４ 給与等を引き下げた

５ その他（具体的に： ）

【問１（１）で「１」または「２」と答えた方におうかがいします】

１ 給与表（賃金表等）を改定して賃金水準を引き上げた(予定）

２ 定期昇給(毎年一定の時期に施設の昇給制度に従って行われる昇給）を実施（予定）

３ 各種手当の引き上げまたは新設(予定）

４ 賞与等の支給金額の引き上げまたは新設(予定）

５ その他（具体的に： ）

【問１（２）で「３」と答えた方におうかがいします】

１ 夜勤手当 ６ 職務手当（役付手当等）

２ 時間外手当（早朝・深夜・休日手当等） ７ 資格手当

３ 家族（扶養）手当 ８ 研修手当

４ 通勤手当・交通費 ９ 処遇改善手当

５ 移動手当 10 その他（具体的な名称： ）

【問１（１）で「１」または「２」と答えた方におうかがいします】

１ 平成29年度介護報酬改定（介護職員処遇改善加算の拡充）を踏まえて給与等を引き上げた（予定）

２ 平成29年度介護報酬改定（介護職員処遇改善加算の拡充）に関わらず給与等を引き上げた（予定）

３ その他（具体的に： ）

【問１（１）で「１」または「２」と答えた方におうかがいします】

１ 施設・事業所の職員全員について、給与等を引き上げ（予定）

２ 調査対象サービスにおける介護従事者全員について、給与等を引き上げ（予定）

３ 調査対象サービスにおける介護職員全員について、給与等を引き上げ（予定）

４ 何らかの要件に該当した調査対象サービスにおける介護従事者のみ、給与等を引き上げ（予定）

５ 給与等を引き上げる予定だが、対象者については未定

各種手当の引き上げまたは新設を行ったもの（平成29年4月1日～平成29年9月30日の間）について、該当する番
号に○をつけてください。1年以内に各種手当の引き上げまたは新設を行う予定の場合も、本問についてお答えく
ださい。（複数回答可）

給与等の引き上げ（手当の新設を含む）の対象者（平成29年4月1日～平成29年9月30日の間）について、該当す
る番号に○をつけてください。なお、1年以内に給与等を引き上げる（手当の新設を含む）予定の場合も、本問に
ついてお答えください。（複数回答可）

（５）

調査対象サービスにおける介護従事者の給与等の引き上げ（手当の新設を含む）の理由（平成29年4月1日～平成
29年9月30日の間）について、該当する番号に○をつけてください。なお、1年以内に給与等を引き上げる（手当の新
設を含む）予定の場合も、本問についてお答えください。（複数回答可）

（４）

調査対象サービスにおける給与等の状況についておうかがいします。
　※ご記入にあたっては、記入要領の該当ページ（P.--～P.--）をご参照ください。

（２） 調査対象サービスにおける介護従事者の給与等の引き上げ（手当の新設を含む）の状況（平成29年4月1日～平成
29年9月30日の間）について、該当する番号に○をつけてください。なお、1年以内に給与等を引き上げる（手当の新
設を含む）予定の場合も、本問についてお答えください。（複数回答可）

（１） 調査対象サービスにおける介護従事者の給与等（手当、一時金を含む）の状況（平成29年4月1日～平成29年9月30
日の間）について、該当する番号に○をつけてください。

（３）

施設・事業所票

「５」を選択した場合は、
問２へお進みください

「３」または「４」を選択した場合は、
問１（７）へお進みください

1
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【問１（５）で「４」と答えた方におうかがいします】

１ 勤続年数を要件として引き上げ ７ 雇用形態（正規・非正規）を要件として引き上げ

２ 経験年数を要件として引き上げ ８ 勤務時間を要件として引き上げ

３ 資格の保有を要件として引き上げ ９ 管理職について引き上げ（ユニットリーダーを除く）

４ サービス提供責任者を要件として引き上げ 10 管理職以外の者について引き上げ

５ 主任介護支援専門員を要件として引き上げ 11 人事評価に基づいて引き上げ

６ 勤務形態（常勤・非常勤）を要件として引き上げ 12 その他（具体的に： ）

【問１（１）で「３」または「４」と答えた方におうかがいします】

１ 平成29年3月末までに給与等を引き上げているため

２ 人員配置を厚くして職員の業務負担軽減を図ることを優先したため

３ 現在の給与水準が他の施設・事業所と比べ高いため

４ 経営が安定しないため

５ 増収分を借入金の返済にあてたため

６ 介護報酬の収入が減少したため

７ 支出が収入を上回ったため

８ その他（具体的に： ）

（６）

給与等の引き上げ（手当の新設を含む）を行わなかった理由（平成29年4月１日～平成29年9月30日の間）につい
て、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可）

給与等の引き上げ（手当の新設を含む）の要件（平成29年4月1日～平成29年9月30日の間）について、該当する
番号に○をつけてください。なお、1年以内に給与等を引き上げる（手当の新設を含む）予定の場合も、本問につ
いてお答えください。（複数回答可）

（７）

2
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問２． 介護職員処遇改善加算について

１ 届出をしている

２ 届出をしていない

【問２（１）で「１」と答えた方におうかがいします】

１ 給与表（賃金表等）を改定して賃金水準を引き上げることで対応（予定）

２ 定期昇給を実施することで対応（予定）

３ 毎月支給される手当として対応（予定）

４ 一時金（賞与・その他の臨時支給分）として対応（予定）

　　一時金として対応している場合、一時金の支給時期を記載してください。

（１年に３回以上支給している場合は、欄外を利用して時期を追記してください）

【問２（１）で平成29年度に「１」と答えた方におうかがいします】

１ 現在までに提出していない

２ 現在までにすでに提出をした

（具体的に：

【問２（１）で「１」と答えた方におうかがいします】

１ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） １ 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）

２ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ） ２ 介護職員処遇改善加算（Ⅱ）

３ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ） ３ 介護職員処遇改善加算（Ⅲ）

４ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ） ４ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）

５ 介護職員処遇改善加算（Ⅴ）

その他 4

 ）

3

各種手当の引き下げまたは廃止

賞与等の支給金額の引き下げまたは廃止 3

特別事情届出書の提出状況について、該当する番号に○をつけてください。

2

給与表を改定して賃金水準を引き下げた 1

月

2

平成29年度

（２） 介護職員処遇改善加算について、賃金改善をいずれの項目で行っているか、該当する番号に○をつけてください。（複
数回答可）

平成28年度

2 2

1

調査対象サービスにおける介護職員処遇改善加算の届出等の状況についておうかがいします。
　※表紙の調査対象サービスの介護職員処遇改善加算の届出状況等についてご記入ください。
　※調査対象サービスが「居宅介護支援」の方はご記入は不要ですので問３にお進みください。
　※ご記入にあたっては、記入要領の該当ページ（P.--～P.--）をご参照ください。

（１） 調査対象サービスにおける介護職員処遇改善加算の届出状況について、該当する番号に○をつけてください。

平成28年度

月

3 3

4

1

1 1

2

4

平成29年度

月 月

（４） 介護職員処遇改善加算について、いずれの加算を届出しているか、該当する番号に○をつけてください。

（３）

平成29年度

1

2

4

2

1

平成28年度 平成29年度

1

5

4

2

3

「
２
」を
選
択
し
た
場
合
は
、

あ
て
は
ま
る
も
の
す
べ
て
に

○
を
し
て
く
だ
さ
い

平成29年度に「２」を選択した場合は、
問２（９）へお進みください

「１」を選択した場合は、

問２（５）へお進みください

「２」を選択した場合は、

問２（６）及び問２（７）

へお進みください

「３」、「４」または「５」を

選択した場合は、

問２（８）へお進みください

3
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【問２（４）で平成29年度に「１」と答えた方におうかがいします】

【問２（４）で平成29年度に「２」と答えた方におうかがいします】

１ 今後届出をする予定

２ 届出をする予定はない

【問２（４）で平成29年度に「２」と答えた方におうかがいします】

（具体的に：  ）

【問２（４）で平成29年度に「３」、「４」または「５」と答えた方におうかがいします】

４　その他

（具体的に：  ）

【問２（１）で平成29年度に「２」と答えた方におうかがいします】

１ 対象の制約のため困難 ６  非常勤職員等の処遇上の問題

２ 事務作業が煩雑 ７　賃金改善の必要性がない

３ 平成30年度以降の取扱が不明 ８　算定要件を達成できない

４ 追加費用負担の発生 ９　その他

５ 利用者負担の発生 （具体的に：  ）

2

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の届出を行っていない理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可）

（６） 介護職員処遇改善加算（Ⅰ）の今後の届出予定について、該当する番号に○をつけて下さい。

平成29年度

1

（７）

3

６ その他 6

１　昇給の仕組みをどのようにして定めた
　らよいかわからないため（※）
　（※）昇給の仕組みを定める知識・経験
　　　を有する職員がいない場合も含む

1

４　介護職員の昇給の仕組みを設けること
　により、職種間・事業所間の賃金のバラ
　ンスがとれなくなることが懸念されるた
　め

4

２　昇給の仕組みを設けるための事務作業
　が煩雑であるため

３　介護職員の昇給の仕組みを設けること
　により、賃金管理を行うことが今後難し
　くなるため

平成29年度

５　介護職員の昇給の仕組みについて、法
　人内又は施設・事業所内で合意形成する
　ことが難しいため（※）
　（※）上記３又は４による場合を除く

5

３　一定の基準（※）に基づき定期に昇給を
　判定する仕組みを設けている。
　（※）実技試験や人事評価などの結果

平成29年度

2

1

平成29年度

（５）

2

１　経験（※）に応じて昇給する仕組みを
　設けている。
　（※）勤続年数や経験年数など

平成29年度

２　資格等（※）に応じて昇給する仕組み
　を設けている。
　（※）介護福祉士や実務者研修修了など

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）のキャリアパス要件（Ⅲ）（昇給の仕組みを設けること）を満たす根拠となる昇給の仕組み
について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可）

9

8

7

6

2

3

１　キャリアパス要件（Ⅰ）を満たすこと
　が困難

1

2

1

（９） 介護職員処遇改善加算の届出を行わない理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可）

平成29年度

（８）

平成29年度

２　キャリアパス要件（Ⅱ）を満たすこと
　が困難

3

平成29年度

4

平成29年度

３ 職場環境等要件を満たす見込みがない

3

4

5

介護職員処遇改善加算（Ⅱ）の取得が困難な理由について、該当する番号に○をつけてください。（複数回答可）

4
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問３．

(注)

従来・・・平成29年3月31日以前

今回・・・平成29年4月1日～平成29年9月30日

今後・・・1年間を目途

(Ｎ) その他 1 2 3 4 5

(Ｍ) 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペー
ス等の整備

1 2 3 4 5

(Ｌ) 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化 1 2 3 4 5

(Ｋ) ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介
護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善

1 2 3 4 5

(Ｊ) 子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育
施設の整備

1 2 3 4 5

その他労働環境・処遇の改善について(具体的に記載してください）

52 4

543

3

その他資質の向上について(具体的に記載してください）

■　労働環境・処遇の改善

(Ｇ) 雇用管理改善のための管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係
る研修受講等による雇用管理改善対策の充実

1

(Ｈ) ICT活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末
を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務負
担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサー
ビス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者
個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化

1

2

2

543

(Ｉ) 介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介
護機器等導入　※ 居宅介護支援事業所を除く

1

２

(Ｆ) 新人介護職員の早期離職防止のためのエルダー・メンター（新人指導担当
者）制度導入

1 2

(Ｃ) 小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度
構築

(Ｄ) キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介
護事業者に限る）

43 5

調査対象サービスにおける給与等の引き上げ以外の処遇改善状況についておうかがいします。
　※ご記入にあたっては、記入要領の該当ページ（P.--～P.--）をご参照ください。

　 １ ４
従
来
及
び
今
回
、
実
施
し
て
お
ら
ず
、

今
後
も
実
施
す
る
予
定
な
し

52

５
従
来
及
び
今
回
、
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
が

今
後
実
施
す
る
予
定

３

5

従
来
、
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

今
回
新
た
に
実
施
し
た
。

（
今
後
実
施
す
る
予
定
を
含
む
）

■　資質の向上

(Ａ) 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、よ
り専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、
サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修
受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む）

2 3

従
来
よ
り
実
施
し
て
お
り
、

今
回
内
容
等
を
変
更
し
て
い
な
い
。

（
今
後
実
施
す
る
予
定
を
含
む
）

51 432

52

32

1

従
来
よ
り
実
施
し
て
お
り
、

今
回
更
に
充
実
し
た

（
今
後
充
実
す
る
予
定
を
含
む
）

(Ｅ) その他

1

(Ｂ) 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動

41

43

調査対象サービスの介護従事者に対する給与等の引き上げ以外の処遇改善に関して、平成29年4月～平成29年9月までに実施した対
応状況についておうかがいします。下表(Ａ)～(U)の項目ごとに、該当する１～５の欄に1つだけ○をつけてください。
※必ず全項目についてご記入ください。

5

41

43

5
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(注)

従来・・・平成29年3月31日以前

今回・・・平成29年4月1日～平成29年9月30日

今後・・・1年間を目途

２　 １ ４
従
来
及
び
今
回
、
実
施
し
て
お
ら
ず
、

今
後
も
実
施
す
る
予
定
な
し

５
従
来
及
び
今
回
、
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
が

今
後
実
施
す
る
予
定

３
従
来
、
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

今
回
新
た
に
実
施
し
た
。

（
今
後
実
施
す
る
予
定
を
含
む
）

従
来
よ
り
実
施
し
て
お
り
、

今
回
内
容
等
を
変
更
し
て
い
な
い
。

（
今
後
実
施
す
る
予
定
を
含
む
）

従
来
よ
り
実
施
し
て
お
り
、

今
回
更
に
充
実
し
た

（
今
後
充
実
す
る
予
定
を
含
む
）

　介護老人福祉施設

　介護老人保健施設

　介護療養型医療施設

　訪問介護

　通所介護・地域密着型通所介護

　認知症対応型共同生活介護

　居宅介護支援

該当するページのみにご回答のうえ、P.15にお進みください。

P.10
P.11
P.12
P.13

調査対象サービス
（調査票表紙参照）

該当するページ

P.7
P.8
P.9

　※次ページの問４、問５については、該当する調査対象サービスのページについてのみご記入ください。

5

(Ｕ) その他 1 2 3 4 5

4 531 2

その他(具体的に記載してください）

(Ｓ) 非正規職員から正規職員への転換 1 4 52 3

32

■　その他

4

(Ｐ) 中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人
事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等）

(Ｒ) 地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチ
ベーション向上

521

1

(Ｏ) 介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化

(Ｑ) 障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮

1 5

4 52 3

(Ｔ) 職員の増員による業務負担の軽減 1 2 3 4

43
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問４．

人 人

介護老人福祉施設における平成28年9月および平成29年9月の延べ在所者数（国保連請求額の基となっている

人数）をお答えください。

人 人

※短期入所生活介護（ショートステイ）の空床利用型の延べ利用者数を含む

問５． 介護老人福祉施設における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の職員数（派遣職員を含む）を

お答えください。（それぞれ数字を記入）

②生活相談員数

③介護職員数

③のうち介護福祉士数

④看護職員数

⑤機能訓練指導員数

⑥介護支援専門員数

⑦事務職員数

⑧調理員数

⑨栄養士数

※　全職員数は、②～⑨の合計ではなく、管理者や運転手等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

※短期入所生活介護（ショートステイ）分は含みません

人

人

人

人

人

人人

人 人 人

（２）

平成29年9月30日時点の入所定員

介護老人福祉施設における職員数の状況についておうかがいします。

平成29年9月30日時点の職員数

平成28年9月（１ヵ月）の延べ在所者数 平成29年9月（１ヵ月）の延べ在所者数

調査対象サービスが　介護老人福祉施設　の方のみご記入ください。

（１） 介護老人福祉施設における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の入所定員をお答えください。

介護老人福祉施設における利用者の状況についておうかがいします。

平成28年9月30日時点の入所定員

①全職員数（※） 人

換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

常勤職員数

人

人

人 人

人

人

人 人

人 人

人 人

人

人人

人

人

人 人

人 人

人 人

人 人

平成28年9月30日時点の職員数

常勤職員数 非常勤職員数

常勤換算数
（小数第１位まで）

人

人 人

非常勤職員数

常勤換算数
（小数第１位まで）

人
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問４．

人 人

介護老人保健施設における平成28年9月および平成29年9月の延べ在所者数（国保連請求額の基になっている

人数）をお答えください。

人 人

※短期入所療養介護（ショートステイ）の延べ利用者数を含む

問５． 介護老人保健施設（通所リハビリテーション等の併設サービスを除く）における平成28年9月30日および平成29年9月30日

時点の職員数（派遣職員を含む）をお答えください。（それぞれ数字を記入）

②看護職員数

③介護職員数

③のうち介護福祉士数

④支援相談員数

⑥介護支援専門員数

⑦事務職員数

⑧調理員数

⑨栄養士数

※　全職員数は、②～⑨の合計ではなく、管理者や運転手等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

換算数
（小数第１位まで）

平成28年9月（１ヵ月）の延べ在所者数

常勤換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

平成28年9月30日時点の入所定員 平成29年9月30日時点の入所定員

常勤換算数
（小数第１位まで）

常勤職員数

平成29年9月（１ヵ月）の延べ在所者数

調査対象サービスが　介護老人保健施設　の方のみご記入ください。

（１） 介護老人保健施設における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の入所定員をお答えください。

介護老人保健施設における職員数の状況についておうかがいします。

介護老人保健施設における利用者の状況についておうかがいします。

（２）

人

人

人

人

人

人

人 人

人 人 人 人

人

人 人

人 人

人 人 人 人

人

人

人 人

人 人 人 人

人

人 人

人 人 人 人

人

⑤理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士数

平成28年9月30日時点の職員数 平成29年9月30日時点の職員数

非常勤職員数 常勤職員数 非常勤職員数

①全職員数（※） 人 人 人
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問４．

床 床

介護療養型医療施設における平成28年9月および平成29年9月の延べ在院者数（国保連請求額の基になっている

人数）をお答えください。

平成29年9月（１ヵ月）の延べ在院者数

人 人

※短期入所療養介護（ショートステイ）の延べ利用者数を含む

問５． 介護療養型医療施設における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の職員数（派遣職員を含む）を

お答えください。（それぞれ数字を記入）

②看護職員数

③介護職員数

③のうち介護福祉士数

⑤介護支援専門員数

⑥事務職員数

⑦調理員数

⑧栄養士数

※　全職員数は、②～⑧の合計ではなく、管理者や運転手等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

平成28年9月（１ヵ月）の延べ在院者数

人

非常勤職員数

介護療養型医療施設における職員数の状況についておうかがいします。

常勤職員数 非常勤職員数

①全職員数（※） 人

平成28年9月30日時点の職員数

人

常勤換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

平成29年9月30日時点の職員数

常勤職員数

常勤換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

人

調査対象サービスが　介護療養型医療施設　の方のみご記入ください。

（１） 介護療養型医療施設における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の病床数（療養病床および老人性認知
症疾患療養病棟のうち介護保険適用の病床数）をお答えください。

介護療養型医療施設における利用者の状況についておうかがいします。

（２）

平成28年9月30日時点の病床数 平成29年9月30日時点の病床数

人 人

人 人 人 人

人人

人 人 人 人

人 人 人 人

人 人 人

人 人 人 人

④理学療法士・作業療法
士・言語聴覚士数

人 人 人 人

人 人 人 人

人
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訪問介護における平成28年9月および平成29年9月の延べ訪問回数（国保連請求額の基になっている回数）

をお答えください。

回 回

問５． 訪問介護における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の職員数（派遣職員を含む）を

お答えください。（それぞれ数字を記入）

②訪問介護員数

②のうち介護福祉士数

③事務職員数

※　全職員数は、②～③の合計ではなく、管理者等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

調査対象サービスが　訪問介護　の方のみご記入ください。

訪問介護における利用者の状況についておうかがいします。

問４．

平成28年9月（1ヵ月）の延べ訪問回数 平成29年9月（1ヵ月）の延べ訪問回数

訪問介護における職員数の状況についておうかがいします。

人 人 人

常勤職員数 非常勤職員数

常勤換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

常勤換算数
（小数第１位まで）

非常勤職員数

人 人 人

人人 人 人

平成28年9月30日時点の職員数 平成29年9月30日時点の職員数

常勤職員数

人

①全職員数（※） 人 人 人 人

人
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問４．

平成28年9月（1ヵ月）の開催日数 平成29年9月（1ヵ月）の開催日数

日 日

人 人

問５． 通所介護・地域密着型通所介護における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の職員数（派遣職員を含む）を

お答えください。（それぞれ数字を記入）

②生活相談員数

③看護職員数

④介護職員数

④のうち介護福祉士数

⑤機能訓練指導員数

⑥事務職員数

⑦調理員数

⑧栄養士数

※　全職員数は、②～⑧の合計ではなく、管理者や運転手等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

平成29年9月（1ヵ月）の延べ利用者数平成28年9月（1ヵ月）の延べ利用者数

平成28年9月30日時点の職員数

通所介護・地域密着型通所介護における職員数の状況についておうかがいします。

平成29年9月30日時点の職員数

常勤職員数 非常勤職員数 常勤職員数 非常勤職員数

人

人

人

調査対象サービスが　通所介護・地域密着型通所介護　の方のみご記入ください。

（２） 通所介護・地域密着型通所介護における平成28年9月および平成29年9月の延べ利用者数（国保連請求額の基になって
いる人数）をお答えください。

通所介護・地域密着型通所介護における利用者の状況についておうかがいします。

（１） 通所介護・地域密着型通所介護における平成28年9月および平成29年9月の開催日数（稼働日）をお答えください。

常勤換算数
（小数第１位まで）

人

人 人

人

人

人

人 人 人

人

人

人

①全職員数（※）

人 人

人 人

人

人

人

人

換算数
（小数第１位まで）

常勤換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

人

人 人 人

人 人 人 人

人

人 人

人

人
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問４．

人 人

ユニット ユニット

認知症対応型共同生活介護における平成28年9月および平成29年9月の延べ利用者数（国保連請求額の

基になっている人数。短期利用共同生活介護の延べ利用者数を含む）をお答えください。

人 人

問５． 認知症対応型共同生活介護における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の職員数（派遣職員を含む）を

お答えください。（それぞれ数字を記入）

②介護職員数

②のうち看護職員数

②のうち介護福祉士数

③介護支援専門員数

④事務職員数

※　全職員数は、②～④の合計ではなく、管理者等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

認知症対応型共同生活介護における利用者の状況についておうかがいします。

認知症対応型共同生活介護における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の入居定員をお答えください。

調査対象サービスが　認知症対応型共同生活介護　の方のみご記入ください。

（１）

平成28年9月30日時点の定員

（２）

人

換算数
（小数第１位まで）

常勤換算数
（小数第１位まで）

人 人 人

人

人 人 人

平成29年9月30日時点の定員

平成28年9月（1ヵ月）の延べ利用者数 平成29年9月（1ヵ月）の延べ利用者数

認知症対応型共同生活介護における職員数の状況についておうかがいします。

人 人人

人

人

常勤換算数
（小数第１位まで）

人

人 人 人

換算数
（小数第１位まで）

人 人

①全職員数（※）

人

人

人 人 人

平成28年9月30日時点の職員数 平成29年9月30日時点の職員数

常勤職員数 非常勤職員数 常勤職員数 非常勤職員数
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問４．

人 人

（２）居宅介護支援における指定介護予防支援事業者（地域包括支援センター）からの受託状況について、

平成28年9月および平成29年9月の受託者数をお答えください。

人 人

問５． 居宅介護支援における平成28年9月30日および平成29年9月30日時点の職員数（派遣職員を含む）を

お答えください。（それぞれ数字を記入）

②介護支援専門員数

③事務職員数

※ 全職員数は、②～③の合計ではなく、管理者等、調査対象の施設・事業所に配属されている全ての職員数を記載して下さい。

引き続き従事者票（P.15～）にお進み下さい。

非常勤職員数

常勤換算数
（小数第１位まで）

常勤換算数
（小数第１位まで）

換算数
（小数第１位まで）

人

人

平成29年9月30日時点の職員数

人

非常勤職員数

人

人

人

常勤職員数

人

人

人

人

平成28年9月30日時点の職員数

①全職員数（※） 人

人

人

人

②のうち主任介護支援専
門員数

人

調査対象サービスが　居宅介護支援　の方のみご記入ください。

（１）居宅介護支援における平成28年9月および平成29年9月の実利用者数（国保連請求の基になっている人数）をお答えくだ
さい。

平成28年9月（1ヵ月）の実利用者数 平成29年9月（1ヵ月）の実利用者数

居宅介護支援における利用者の状況についておうかがいします。

人

平成28年9月（1ヵ月）の受託者数 平成29年9月（1ヵ月）の受託者数

常勤職員数

換算数
（小数第１位まで）

居宅介護支援における職員数の状況についておうかがいします。
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調査対象サービスの職員の給与等の状況についておうかがいします。

(6)職位

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１ ２ １ ２ １

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

4 月 1 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

昭和
平成

平成
28年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

月 日
平成

29年度 １ ２ １ ２ １ 時間 日 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 →

８

５ ７

６

６

６

６

記
入
時
点

２

３ ４（９）男

８

２

（10） ３ ４

女 歳

女

２ ３ ４

２

（７）男

１

１

男（８） 女 歳

歳 １ ７６ ９

６

年

男 女 歳

１

５

５

３ ４ ５

（２）男 女 歳

６

（４）

５

５

５４

（６）

９

４

７

１

（３）

（５）

４

女男

男

歳

５

８

４

３ ８５

男

男

女

歳

歳女

女

160

歳

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ
（
４
以
外
）

５

５

介
護
福
祉
士

２

24

12

　

１ ３ ４

看
護
職
員

80

（１）

女

記
 
入
 
例

歳

32  歳

男 女

男

　

生
活
相
談
員
・
支
援
相
談
員

介
護
職
員

(5)勤務形態(3)職　種

機
能
訓
練
指
導
員

事
務
職
員

　

常
勤

20 年

　※調査対象となる職員の職種及び人数については別添の記入要領に記載してありますので、ご確認の上で選定をしてください。
　※（５）勤務形態～(12)一時金（賞与・その他の臨時支給分）について、従業者の勤務開始日が平成28年10月1日以降の場合は、表の下段のみ記入
　　　してください。

(8)実労働
日数

(9)資格の取得状況(2)年齢(1)性別
(7)実労働

時間
(4)勤務
開始日

９

介
護
支
援
専
門
員
（

計
画
作
成
担
当
者
を
含
む
）

管
理
栄
養
士
・
栄
養
士

８ ９

９

８

９

調
理
員

８

６

３

３

７

７

３

９

９

７

７

７６ ９

８

８

１

２

２

１

１

３

２

２

１ ２

２ ４ ６

７

６

１

４

３

７

年

年

年

年

９

８

８

９７

年

年

年

年

年

社
会
福
祉
士

管
理
職

（
ユ
ニ

ッ
ト
リ
ー
ダ
ー
を

除
く

）
・
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任

者
・
主
任
介
護
支
援
専
門
員

非
正
規
職
員

正
規
職
員

非
常
勤

そ
の
他

認
定
特
定
行
為
業
務
従
事
者
（
た
ん
の
吸
引
等
）

精
神
保
健
福
祉
士

看
護
師

准
看
護
師

管
理
栄
養
士

栄
養
士

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ

介
護
支
援
専
門
員

ヘ
ル
パ
ー

1
級
・
介
護
職
員
基
礎
研
修
・
実
務
者
研
修
修
了
者

ヘ
ル
パ
ー
2
級
・
介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者

認
知
症
関
係
の
研
修
修
了
者
（

認
知
症
介
護
指
導
者
養
成
研
修
等
）

い
ず
れ
か
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

平
成
２
９
年
９
月
３
０
日
に
お
け
る
年
齢
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

貴
事
業
所
に
て
勤
務
を
開
始
し
た
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

当
該
事
業
所
以
前
に
同
一
法
人
の
経
営
す
る
事
業
所
等
に
勤
務
し
て
い
た

場
合
は
、
そ
こ
で
の
勤
務
開
始
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

↑
平
成
２
８
年
度
と
平
成
２
９
年
度
の
状
況
を
記
載
し
て

く
だ
さ
い
。

９
月
中
に
お
け
る
勤
務
形
態
に
つ
い
て
、

該
当
す
る
勤
務
形
態
に
○
を
つ
け
て

く
だ
さ
い
。

９
月
中
に
お
け
る
実
労
働
時
間
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

９
月
中
の
実
労
働
日
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

９
月
３
０
日
時
点
で
管
理
職
（
訪
問
介

護
に
お
い
て
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
、

居
宅
介
護
支
援
に
お
い
て
は
主
任
介
護

支
援
専
門
員
）
で
あ
る
場
合
、
○
を
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

９月３０日時点に有している資格がありましたら該当す
る番号に○をつけてください。（○はいくつでも）

平成２９年９月３０日に従事してい
た職種について、該当するものいず
れか１つに○をつけてください。
＊兼務している場合は主に従事して
いるものに○をつけてください。
＊「８調理員」「９管理栄養士・栄
養士」については、貴施設・事業所
で直接雇用している職員についての
み、記載して下さい。

9月中9月30日時点

平成29年度
上段：平成28年度

9月30日時点9月中

下段：平成29年度

9月30日時点
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 1 0 0 0 円 1 0 0 0 0 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 0 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 1 9 0 0 0 0 円 円 円 4 0 0 0 0 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 4 8 0 0 0 0 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 円 円 円 円 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 円

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ
（
４
以
外
）

（４）

（５）

（10）

（６）

（７）

（８）

（９）

（３）

介
護
職
員

生
活
相
談
員
・
支
援
相
談
員

記
入
時
点

（２）

（１）

記
 
入
 
例

基本給（「月給（年俸）」、「日給」、「時給」のうち、
該当欄にその数値を記入してください）

賃金の支払が
日給の者

（１日あたり）

管
理
栄
養
士
・
栄
養
士

９
月
時
点
の
基
本
給
を
時
給
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

介
護
支
援
専
門
員

手　　当

処
遇
改
善
手
当

家
族

(

扶
養

)
手
当

右（1～10）の
手当の合計額

研
修
手
当

移
動
手
当

そ
の
他

職
務
手
当

(

役
付
手
当
等

)

通
勤
手
当
・
交
通
費

 

(10)兼務の状況 (11)決まって支給する給与
(12)一時金（賞与・その他

の臨時支給分）

機
能
訓
練
指
導
員

看
護
職
員

そ
の
他

管
理
者

夜
勤
手
当

賃金の支払が
時給の者

（１時間あたり）

賃金の支払が
月給の者

（１か月あたり）
（年俸の方は、12で
割った額を記入し

てください）

資
格
手
当

９
月
時
点
の
基
本
給
を
月
額
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

９
月
時
点
の
基
本
給
を
日
額
で
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。

時
間
外
手
当
（

早
朝
・
深
夜
・
休
日
手
当
等
）

＊ 一時金（賞与・その他
の臨時支給分）がない場合
は、０(ゼロ)を記入してくだ
さい。

該当する番号に
○をつけてください

（複数回答可）

９月分として支給
された手当を記入
してください。
（ただし、通勤手
当を4月に6か月分
まとめて支払って
いる場合等につい
ては、6で割った額
を記入してくださ
い）

９月３０日時点に兼務して
いる職種がありましたら、
該当する番号に○をつけ
てください。
（○はいくつでも）

４月１日から９月３０
日までに支給された
一時金（賞与・その
他の臨時支給分）の
合計額を記入してく
ださい。
従業者の勤務開始
日が平成２８年１０月
１日以降の場合は、
勤務開始日から平成
２９年９月３０日まで
に支給した額を記入
してください。

上段：平成28年度

下段：平成29年度

9月30日時点 9月時点 9月分 4月1日～9月30日

従事者票
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平成２７年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る 

調査（平成２９年度調査）のスケジュールについて（案） 

平成２９年 

３月３１日（金） 

○ 第１３６回社会保障審議会介護給付費分科会

・ 平成２９年度調査の調査項目・内容等を決定

４月・５月 

○ 厚生労働省において、仕様書を作成し、受託機関を決定。

６月・７月 

○ 介護報酬改定検証・研究委員会委員を委員長とし、調査内容に関する有

識者、受託機関（委員会の事務局）により構成された調査検討組織において、

調査票（案）の作成を行い、介護報酬改定検証・研究委員会の他の委員から

意見を求め、適宜修正を行う。 

○ 調査票（案）について、介護給付費分科会委員から意見（※）を求め、適

宜修正を行い、調査票を確定する。 

※ ７月中・下旬頃に調査票（案）をメール等で送付し、意見を伺う予定

８月・９月 

○ 調査実施

○ 集計・分析・検証

１０月 

○ 介護報酬改定検証・研究委員会及び社会保障審議会介護給付費分科会

・ 速報値を報告。

１１月以降～ 

○ 分析・検証

平成３０年 

３月頃 

○ 介護報酬改定検証・研究委員会

・ 調査結果に対する評価を実施

○ 社会保障審議会介護給付費分科会

・ 介護報酬改定検証・研究委員会から報告された調査結果等を議論・

決定（予定） 

社保審－介護給付費分科会

第 140回（H29.6.7） 資料５
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